
 

令和４年度千代田区立図書館運営に対する評価結果                

令和５年度の千代田区図書館評議会（参考資料①～③参照）では、令和４年度図書館運営評価に対

して、令和２・３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響から一部評価方法を見直し、「図書館

評価シート」を活用して図書館運営全般について評価を行った。 

 

■令和４年度千代田区立図書館運営の評価方法 

区立図書館業務計画書に記載された千代田区立図書館の５つのコンセプトに基づき、毎年度の図書館

運営の状況について、「図書館評価シート」を活用して評価を行います。 

評価の結果は「千代田区立図書館運営評価」としてまとめ、区ホームページ等で公表するとともに、図書

館運営の改善に役立てます。 

 

【1】評価の視点 

令和元年度は、①実績評価、②指定管理者による自己評価、③評議会委員の評価の３つの視点か

ら評価を行いました。 

しかし、令和４年度は、ウィズコロナの中での図書館運営となりながらも着実に実績は伸びてきており、

コロナ禍の３年度と４年度の実績を単純に比較することは難しく、①実績評価を行うことが困難であるため、

令和２・３年度に引き続き、②指定管理者による自己評価と③評議会委員の評価の２つの視点から図書

館運営の状況を評価します。 

 

【2】評価の流れ 

千代田区図書館評議会にて、評価の参考とする指標を決定 

  ↓ 

各指標の実績・取組状況等を参考に、①指定管理者による自己評価と②評議会委員の評価を行う 

  ↓ 

①、②の評価を基に、コンセプト別に総合評価を行う 

 

【3】評価基準 

(1) 指定管理者による自己評価基準 

評価シートの左側に記載している参考指標等を踏まえて、指定管理者が下記の基準に沿って４段

階で自己評価を行います。自由記述欄には評価年度に実施した取り組みや改善点等を記入します。 

評価(評価点) 評価基準 

a (3) 図書館として、優れた管理運営がなされている 

b (2) 図書館として、適切な管理運営がなされている 

c (1) 図書館として、やや不適切な管理運営がなされている 

d (0) 図書館として、不適切な管理運営がなされている 



 

(2) 評議会委員の評価基準 

評価シートの左側に記載している参考指標・実績等および①指定管理者による自己評価の結果を

基に、評議会委員による評価を行います。 

指定管理者の自己評価と同様の基準に沿って、４段階で評価を行うとともに、自由記述欄には実績

や指定管理者の実施状況等に対する意見と、次年度に向けた改善点・提案等を記入します。 

 

(3) 総合評価基準 

①指定管理者による自己評価、②評議会委員の評価の結果を基に総合評価を行います。 

各評価における評価を点数（前表カッコ内の数値）に換算したのち、下記の計算式に基づいて総合

評価を決定します。 

 

総合評価点数＝（①指定管理者の自己評価点数 ＋ ②評議会委員の評価×２）/３ 

 

総合評価点数 総合評価 

2.6以上 Ａ 

2.6未満 2.0以上 Ｂ 

2.0未満 1.0以上 Ｃ 

1.0未満 Ｄ 

 



 



 

  



 

 



 



 



 



 



 

  



 



 



 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

千代田区図書館評議会 開催日程 

 令和４年度                                       

◆第１回 令和４年７月 15日（金） 14：00 ～15：30 

１．令和３年度千代田区立図書館運営の評価について 

「千代田区図書館評議会図書館評価シート」に基づき、令和３年度の区立図書館運営に対す

る指定管理者の自己評価について、ゼネラルマネージャー・千代田図書館長・日比谷図書文

化館長より報告が行われた。その後、図書館評価シートの各コンセプトの自己評価等につい

て質疑応答を行った。  

 

◆第２回 令和４年 11月 11日（金） 14：00 ～15：20 

１．令和３年度千代田区立図書館運営の評価について 

「千代田区図書館評議会図書館評価シート」について、評議会委員の評価および総合評価を

決定した。 

 

◆第３回 令和５年２月１日（水） 14：00 ～15：10 

１．令和４年度千代田区立図書館運営の評価について 

令和４年度図書館運営評価の実施にあたり、評価基準の見直し、図書館評価シートの改訂案

について、委員へ意見等を求めた。 

 

 令和５年度                                       

◆第１回 令和５年８月３日（木） 13：30 ～16：30 

１．令和４年度千代田区立図書館運営の評価について 

 第９期千代田区図書館評議会委員の委嘱を行った。続いて、日比谷図書文化館の施設見学会を実

施した。評議会では「千代田区図書館評議会図書館評価シート」に基づき、令和４年度の区立

図書館運営に対する指定管理者の自己評価について、ゼネラルマネージャー・千代田図書館

長・日比谷図書文化館長より報告が行われた。その後、図書館評価シートの各コンセプトの

自己評価等について質疑応答を行った。 

 

◆第２回 令和５年 11月９日（木） 14：00～15：27 

１．令和４年度千代田区立図書館運営の評価について 

「千代田区図書館評議会 図書館評価シート」について、評議会委員の評価および総合評価

を決定した。 

 

◆第３回 令和６年２月６日（火） 14：00 ～15：40 

１．令和５年度千代田区立図書館運営の評価について 

令和５年度図書館運営評価の実施にあたり、評価基準の見直し、図書館評価シートの改訂案

について、委員へ意見等を求めた。 

参考資料① 



 

  

参考資料② 



 

千代田区図書館評議会設置要綱 

 

平成 19年６月 22日 19千区文発第 114号 

 

（目 的） 

第１条 千代田区立図書館の基本運営方針及び運営実績について区民、有識者、関係者等から広

範に意見を聴取し、運営改善の参考に資することを目的として千代田区図書館評議会（以下「評

議会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条  評議会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）千代田区立図書館の運営方針及び運営実績の評価に関すること。 

（２）その他千代田区立図書館の運営改善について検討を要すること。 

 

（構 成） 

第３条 評議会は委員 10 名以内で構成する。 

 

（委員の委嘱） 

第４条 評議会の委員は次の各号に揚げる者のうちから、千代田区教育委員会（以下「教育委員

会」という。)が委嘱する。 

 （１）図書館情報学専門家 

 （２）図書館関係者   

 （３）出版・流通事業関係者 

 （４）経済団体関係者 

 （５）区内大学関係者 

 （６）生涯学習・教育関係者 

 （７）公募による区民 

 

（任 期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、再任を妨げない。 

  ２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長等） 

第６条 評議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。 

２ 会長は、会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

 

参考資料③ 



 

（開 催） 

第７条 評議会は年２回の定期会及び必要に応じ随時開催する臨時会から成る。 

 

（召集等） 

第８条 評議会は会長が招集する。 

  ２ 会長は、必要に応じ委員以外の者に対し評議会への出席を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第９条 評議会は、専門的観点から特定事項を審議するため、調査機関として専門部会を置くこ

とができる。 

  ２ 専門部会の委員は５名以内とし、次項の部会長を除き、評議会の委員以外の者から教育

委員会が委嘱することができる。 

  ３ 専門部会に部会長を置き、評議会の委員の中から会長が指名する。 

  ４ 部会長は、会務を総括する。 

  ５ 専門部会は部会長が召集する。この場合において部会長は、必要に応じ専門部会の委員

以外の者の出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第 10条 評議会の事務局は、文化振興課に置く。 

 

附則 

この要綱は、平成 19年６月 22日から施行する。（19千区文発第 114号） 

この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。（21千区図文発第 54号） 

この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。（23千区図文発第 509号） 

この要綱は、令和５年５月 24日から施行する。（５千地文振発第 92号） 

 


